
地域医療構想の実現に向けた取組を
支援する「病床機能再編支援」

資料１



地域医療構想 と 病床機能別の病床数

今後、更なる高齢化と人口減少に伴って、疾病構造が大
きく変化していくことから、「治す医療」のみにとどまら
ない「治し、支える医療」への質的転換が必要

地域医療構想は、将来の医療需要を踏まえ、各構想区域
において病床機能の分化・連携を図り、高度急性期・急性
期・回復期・慢性期から在宅医療に至るまで患者の病状に
合った質の高い医療提供体制を構築しようとするもの

地域医療構想の果たすべき役割

「地域医療構想」策定（平成28年5月）

（１）将来(2025年)の医療需要と必要病床数
➢高度急性期・急性期・回復期・慢性期の
４病床機能ごとに推計
➢県内の構想区域（二次保健医療圏）単位で推計

（２）地域医療構想を実現するための施策
病床機能の分化・連携に係る取組、
在宅医療の充実、
医療従事者の確保・養成 等

病床機能の再編・分化・連携に関しては、
各構想区域の協議の場(地域医療構想調整会議)において、
病床を有する医療機関の相互協議・理解のもと取り組ん
でいくこととしている

（単位：床）

回復期

慢性期

病床機能区分
地域医療構想

令和７年

3,040

平成26年

1,684

5,874

1,171

3,577

和歌山県　全体 和歌山　保健医療圏構想区域

（単位：床） （単位：床） （単位：床）

（単位：床）

有田　保健医療圏構想区域

御坊　保健医療圏構想区域 田辺　保健医療圏構想区域 新宮　保健医療圏構想区域

（単位：床）

（単位：床） （単位：床） （単位：床）

高度急性期

急性期

那賀　保健医療圏構想区域 橋本　保健医療圏構想区域

885

3,142

3,315

2,164

-

現在
令和元年

1,327

5,063

2,275

全病床
11,977 9,506

（一般＋療養）

分類なし（休棟） 272234

12,540

1,644

2,452

495

1,527

127

1,273

2,335

983
1,177

194

588

1,674
1,836

863

0
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

1,684

5,874

1,171

3,577

234

1,327

5,063

2,275

3,040

272
885

3,142 3,315

2,164

0
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

0

483

198

429

230

464

256

390

0
48

267 261

385

0
0

200

400

600

800

1,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

0

573

102 123

010

465

186 180

0
65

267
327

78
0

0

200

400

600

800

1,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

0

341

94

263

00

219 233 223

00

146 148
201

0
0

200

400

600

800

1,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

4

606

39

275

08

458

123

279

020

210 191
234

0
0

200

400

600

800

1,000

36

938

81

583

6136

723

365 381

38
120

404
340

249

0
0

200

400

600

800

1,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

0

481

162

377

230

399

129

410

4044

174
212

154

0
0

200

400

600

800

1,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし

平成26年7月1日
病床機能報告
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令和7年
地域医療構想（必要数）



新しい支援制度 病床機能の再編支援

【目 的】 地域医療構想の実現を図る観点から、医療機関の自主的な病床削減や再編統合による病床廃止に対し財政支援を行う
ことにより、地域医療構想の実現に向けた取組を一層推進させる

【支援内容】 病床稼働率及び削減病床数に応じた給付金を支給
【支給の要件】 地域医療構想を実現するために必要な病床削減・再編統合であるという地域医療構想調整会議の議論の内容及び

都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が必要と認めたもの
【事業開始】 令和２年度～
【財 源】 全額国庫

３種類の給付金 支給対象 支給額の算定対象

①病床削減支援給付金 高度急性期・急性期・慢性期の稼働病床を１割以上削減した
病院・有床診療所

削減した病床数

②医療機関統合支援給付金 高度急性期・急性期・慢性期の病床削減を伴う統合計画に合意した
病院

削減した病床数

③病院の債務整理に必要な借入資金に
対する支援給付金

②の統合計画に合意し、統合によって廃止となる病院の
未返済の債務を返済するために、新たな融資を受けた承継病院

融資に対する利子総額

地域医療構想に沿った
病床削減・再編統合であるかを
確認

地域医療構想調整会議

病床削減・再編統合が
地域医療構想に資するかどうか、
意見取りまとめ

医療審議会
病床削減や
再編統合を
計画

調整会議の内容、
医療審議会の意見を
踏まえ、給付を決定

和歌山県


